
田舎館村職員採用試験案内 
 

【 試験職種・受験資格 】 

募 集 職 種       採用予定人員  受 験 資 格         

社会福祉士 1  名 

 

平成6年4月2日以降に生まれた方で、社会福祉

士資格登録済みの方、または令和9年3月末までに

社会福祉士国家試験に合格する見込みの方 

 

 

初 級 行 政 職 
障害者対象 

（高校卒業程度） 
1 名 

 
平成6年4月2日から平成21年4月1日までに生ま

れた者で、次に掲げる手帳等の交付を受けている

者 

ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める
医師（以下「指定医」という。）若しくは産
業医による障害者の雇用の促進等に関する法
律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書
・意見書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に
ついては、指定医によるものに限る。） 

イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が
交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者
更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健
指定医若しくは障害者職業センターによる知
的障害者であることの判定書 

ウ 精神障害者保健福祉手帳 
 
※手帳等は受験申込日及び試験日当日において
有効であることが必要です。 

 

 

 

次のいずれかに該当する方は受験できません。 

① 日本国籍を有しない方 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の方 

③ 田舎館村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない方 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 



【 採 用 日 】 令和９年４月１日 
 
 
【 試験日及び場所 】  
 
 《 第１次試験 》 
 
   ・社会福祉士  
                    ９月２０日（日） ※予定 
   ・初級行政職            

障害者対象（高校卒業程度）  
 

○  場  所   田舎館村役場 
 
   （※第 1次試験についての詳細は、応募者に直接通知します。） 
 
 
《 第２次試験 》  日時未定 

 
○  場  所   田舎館村役場 

 
 
 
【 試験科目及び内容 】 
  
  《 第１次試験 》 

区   分 科    目 内      容 

社会福祉士 

教 養 試 験 ４０題（１時間３０分） 

専 門 試 験 ３０題（１時間３０分） 

職場適応性検査 １５０項目（２０分） 

初 級 行 政 職 
障害者対象 

（高校卒業程度） 

教 養 試 験 ４０題（１時間３０分） 

事務適正検査 １００題（１０分） 

職場適応性検査 １５０項目（２０分） 

 
 
《 第２次試験 》 
 
     面接試験（第１次試験合格者に詳細を通知します。） 
 
 
【 合格発表 】 
 
     第１次・第２次試験とも合否を通知します。 
 



【 受験手続 】  
 
 （１）次の書類等を直接持参または郵送により総務課人事係へ提出してください。 
   ①受験申込書（総務課で配付または村ホームページよりダウンロード印刷） 
   ②本人写真（縦４㎝×横３㎝）１枚  （受験申込書に貼付して提出） 
 
 
 （２）郵便による受験申込書の請求 
    役場宛の封筒の表に「受験申込書請求」と朱書し、返信用封筒（宛先記入、 
    １１０円切手貼付）を同封し請求してください。 
 
 
【 申込受付 】   
 
 ○ 受付時間  午前８時１５分から午後５時まで 
          ただし、土・日・祝日は受験申込書の配付、受付は行いません。   
  
○ 申込締切              
        社会福祉士  

                           ７月 ３０日（木） 
        初級行政職 

障害者対象（高校卒業程度）     
 
 

※郵送の場合は締切日までに到着したものに限り受付します。 
 
 
【 給  与 】 
 
 ○ 初 任 給（令和８年４月１日現在 新卒者の場合） 
 

大卒程度  社会福祉士：２３７，６００円 
 

高卒程度  初級行政職：２０６，７００円 
 

※人事院勧告による国家公務員の給与改定を踏まえ、今後改定（引上げ又は引下げ）するこ
ともあります。 

 
  ○  諸 手 当   ６月、１２月に期末・勤勉手当が、１１月から３月に寒冷地手当が  
               支給されます。また、条件に応じて通勤手当、扶養手当、住居手当等  
               が支給されます。 
 
 
【 勤務条件等 】 
 
 〇 勤務時間  午前８時１５分 ～ 午後５時 
        （原則１日７時間４５分 週３８時間４５分） 
 
 〇 休暇制度  年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等 
 



 
【 問い合わせ（郵送）先 】 
   〒０３８-１１１３ 
    青森県南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻１２３番地１ 
    田舎館村役場 総務課 人事係 

    ＴＥＬ０１７２-５８-２１１１（ 内線２２５ ） 


